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第一級海上特殊無線技±試験問題

(注）解答は、答えとして正しいと判断したものを－つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。

法規１２問

無線工学１２問 ｝ ２４問１時fHI
法 規

〔1〕無線設備の変更の工事の許可を受けた後､許可に係

る無線設傭を運用するためにはどうしなければなら

ない90、正しいものを次のうちから選べ。

〔４〕無線局が臨時に電波の発射の停止を命じられるこ
とがある場合は、次のどｵﾘｳも

１．免許状に記載された空中線電力の範DVIを超えて
運用したとき。

２．総務大臣が当該無線局の発射する電波の質が総
務省令で定めるものに適合していないと罷めると
き。

3．発射する電波が他の無線局の通信に混信を与え
たとき。

4．暗譜を使用して通信を行ったとき。

１．当該工事の結果が許可の内容に適合している旨を

届け出なければならない

２．あらかじめ運用開始の予定期日を届け出なければ

ならない。

３．総務省令で定める場合を除き、総務大臣の検査を

受け、当該工事の結果が許可の内容に適合している

と認められた後でなければならなし＄

４．工率が完了した後、運用したい旨連絡しなければ
ならない。

〔５〕電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無
線局を免許人が認めたときは､電波法の規定によりど
うしなければならないか､正しいものを次のうちから
選〆、

〔２〕ｋＭ－チャネルのアナログ信号で擾幅変調した両(Ⅱ破
帯の電話の電波の型式を表示する記号は、次のどれ
力も
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1．その免許人を告発する。

2．その無線局の電波の発射を停止させる。
3．その無線局の免許人にその旨を通j曰する。
4．総務省令で定める手続により、総務大臣又は総
合i圃冒局長（沸繩総合通ｌ藺頓務所長を合同、）に報
告する。

〔６〕海岸局において、空電、混信、受信感度の戯退等
の通信状態については､電波法l魎行規則では､次のど

れに記載しなければならないことになっている力も

〔3〕無線従事者は､無線i副冒の業務に従事しているとき
は、免許証をどのようにしていなけｵM:Rならないか、
正しいものを次のうちから週'、

通信室内の見ｊやすい箇所に掲げる。
無線局に備え付ける。

通信室内に保管する。

携帯する。
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第一級海上特殊無線技±試験問題

法 規

〔100無線局力湘手局を呼び出そうとするときは、遭難

通信等を行う場合を除き､一定の周波数によって聴守

し､他の通信に混信を与えないことを確かめなければ

ならないが､この場合においてWIN守しなければならな

い周波数は、次のどれ力も

〔７〕次の記述は、秘密の保護に関する電波法の規定で

ある｡Ｅ二．内に入れるぺき字句を下の番号から週
ぺ

。

「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほ

か､特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受

してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを

、してはならない｡」

1．自局の発射しようとする電波の周波数その他必

要と認める周波数

2．自局に指定されているすぺての周波数

3．自局の付近にある無線局において使用する電波

の周波数

4．他の既に行われている通信に使用されている周

波数であって、最も感度の良いもの
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〔８〕次の記述は､無線局の運用に関する電波法の規定

である｡Ｒ内に入れるぺき字句を下の番号から

選'、

〔11〕適鰭圃報を受信した船舶局は、直ちに誰にその通

報を通知しなければならな”0R正しいものを次のう

ちから週ぺ゜

晦岸局又は船舶局は､他のnlh舶局から無線殻l;ｉ

の機器の調整のための通信を求められたときは、

[=]、これに応じなければならない｡」
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支陣のない限り

責任者の許可を得て

遭難iNi債を行っている場合を除き

一切の通信を中止して
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〔12〕国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則で

は､適鰯呼出しの際に使用する｢ＭＡＹＤＡＹ」の送

信回数は何回と定められているか､正しいものを次の

うちから週'、

〔９〕１５６．８B旺也の周波数の電波が使用できるの

は、次のどｵ1ｶ＄

操船援助のための通信を行う場合

呼出し又は応答を行う場合

電波の規正に関する通I層iを行う場合

漁業通信を行う場合
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平成１９年１０月期

第一級海上特殊無線技士「法規」合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答

問題 正答

〔１〕 ３

〔２〕 １

〔３〕 ４

〔４〕 ２

〔５〕 ４

〔６］ ３

〔７〕 ４

〔８〕 １

〔９〕 ２

〔10〕 １

〔11〕 ３

〔12〕 ３
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